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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の 

特定廃棄物管理施設の変更に係る使用前確認申請書の 

記載事項の変更について（届出） 

 

その他廃棄物管理設備の附属施設の一部変更 

（自動火災報知設備の一部変更） 

 

令和４年５月１３日付け令０４原機（環保）０１３をもって申請し、令和５年

５月２３日付け令０５原機（環保）００３で変更した国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構大洗研究所の特定廃棄物管理施設の変更に係る使用前確認申請

書の記載事項の一部を変更しましたので、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第７条第３項の規定により、別紙の

とおり変更の内容を説明する書類を提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

 

 

１．変更の内容 

 

使用前確認申請書記載事項の「６．申請に係る特定廃棄物管理施設の使用の

開始の予定年月日」について、変更を行う（下線部は変更部分）。 

 

（変更前） 令和６年６月１日 

（変更後） 令和７年４月１日 

 

 

２．変更の理由 

 

特定廃棄物管理施設の使用の開始の予定時期の見直しに伴い変更する。 

 

 

以 上 

 

 


